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特集／中国における持続可能な流域ガバナンスと国際協力

●
中
国
の
河
川
流
域
に
お
け
る
水
問
題

河
川
流
水
の
枯
渇
、
洪
水
の
頻
発
、
改
善
の
見

通
し
が
な
か
な
か
つ
か
な
い
水
汚
染
な
ど
、
中
国

で
は
河
川
流
域
を
め
ぐ
る
水
問
題
が
、
政
治
・
経

済
・
社
会
的
問
題
と
し
て
深
刻
化
し
て
い
る
。

中
国
で
は
降
水
の
地
域
的
、
季
節
的
、
時
間
的

な
変
動
が
大
き
く
、
も
と
も
と
干
ば
つ
も
洪
水
も

発
生
し
や
す
い
。
図
１
は
、
主
要
流
域
に
お
け
る

直
近
二
年
間
の
地
表
自
然
流
量
の
変
化
を
比
較
し

た
も
の
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
同
じ
年
で
も
流

域
に
よ
っ
て
流
量
の
対
例
年
比
が
大
き
く
異
な
り
、

同
じ
流
域
で
も
淮
河
の
よ
う
に
年
に
よ
っ
て
大
き

く
ぶ
れ
る
こ
と
も
あ
る
。

図
２
は
、
今
年
六
月
に
国
家
環
境
保
護
総
局
が

発
表
し
た
二
○
○
四
年
環
境
状
況
公
報
に
よ
る
七

大
河
川
流
域
の
水
質
状
況
を
示
し
た
も
の
で
あ
る
。

飲
料
水
源
と
な
り
う
る
Ⅰ
類
か
ら
Ⅲ
類
の
河
川
断

面
の
割
合
は
平
均
で
三
六
・
三
％
に
す
ぎ
ず
、
最

も
少
な
い
淮
河
で
は
一
九
・
八
％
で
あ
る
。
ま
た
、

利
水
機
能
を
喪
失
し
た
劣
Ⅴ
類
の
河
川
断
面
の
割

合
は
平
均
で
三
二
・
六
％
、
最
も
割
合
が
大
き
い

海
河
で
は
五
六
・
七
％
に
も
達
す
る
。

例
え
ば
、
一
九
九
○
年
代
に
入
り
、
黄
河
は
毎

年
の
よ
う
に
本
流
の
流
水
が
枯
渇
し
、
ピ
ー
ク
時

の
一
九
九
七
年
に
は
総
延
長
七
○
○
キ
ロ
、
連
続

二
二
六
日
間
に
わ
た
っ
て
「
断
流
」
し
た
。
こ
れ

に
対
し
て
国
務
院
（
中
央
政
府
）
は
、
一
九
九
八

年
に
黄
河
水
利
委
員
会
に
上
下
流
間
の
流
量
調
整

権
限
を
付
与
し
、
断
流
の
防
止
を
図
っ
て
い
る
。

一
九
九
八
年
に
は
、
長
江
、
嫩
江
、
松
花
江
と

国
土
の
南
北
を
ま
た
い
で
歴
史
的
に
未
曾
有
の
大

洪
水
が
発
生
し
た
。
そ
の
際
、
上
流
部
で
の
天
然

林
の
乱
伐
や
中
流
部
で
の
湿
地
の
消
失
な
ど
の
生

態
環
境
破
壊
が
背
景
要
因
と
し
て
マ
ス
メ
デ
ィ
ア

で
頻
繁
に
取
り
上
げ
ら
れ
、
洪
水
対
策
の
最
中
に
、

国
務
院
は
森
林
乱
伐
を
直
ち
に
停
止
す
る
よ
う
緊

急
通
知
を
発
し
た
。
さ
ら
に
洪
水
対
策
が
一
段
落

し
た
の
ち
、
急
傾
斜
地
な
ど
生
態
環
境
破
壊
の
著

し
い
場
所
で
の
耕
作
が
禁
止
さ
れ
、
森
林
・
草
地

・
湖
沼
の
環
境
再
生
事
業
（
退
耕
還
林
・
還
草
・

還
湖
）
が
進
め
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

中
国
で
も
渇
水
や
洪
水
へ
の
対
策
と
し
て
、
水

利
事
業
が
推
進
さ
れ
て
お
り
、
大
小
の
ダ
ム
建
設

に
加
え
て
、
豊
富
な
南
方
の
水
を
渇
水
に
あ
え
ぐ

北
方
に
導
水
す
る
大
規
模
事
業
「
南
水
北
調
」
が

す
で
に
着
工
さ
れ
て
い
る
。
他
方
、
自
然
破
壊
を

伴
う
ダ
ム
建
設
に
反
対
す
る
ジ
ャ
ー
ナ
リ
ス
ト
や

環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
の
声
が
高
ま
っ
て
お
り
、
政
府
も
無

視
で
き
な
く
な
っ
て
い
る
。
今
年
一
月
に
国
家
環

境
保
護
総
局
が
、
全
国
で
建
設
中
の
ダ
ム
を
含
む

三
○
件
の
建
設
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
が
環
境
影
響
評
価

法
な
ど
に
違
反
し
て
い
る
と
し
て
工
事
の
一
時
停

止
を
求
め
た
こ
と
も
（『
日
刊
中
国
通
信
』
二
○

○
五
年
一
月
二
○
日
）、
こ
う
し
た
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ

な
ど
の
声
を
意
識
し
て
の
こ
と
で
あ
ろ
う
。

二
○
○
四
年
七
月
に
は
、
淮
河
流
域
の
上
流
部

で
降
っ
た
豪
雨
を
受
け
て
洪
水
防
止
の
た
め
に
水

門
を
開
け
た
際
に
、
蓄
積
さ
れ
て
い
た
汚
水
が
下

流
に
流
さ
れ
、
汚
水
の
帯
が
一
五
○
キ
ロ
に
わ
た

り
、
下
流
の
湖
で
は
水
産
品
の
経
済
損
失
額
が
三

億
元
を
超
え
た
。
こ
れ
は
一
○
年
前
に
起
き
た
水

汚
染
事
故
の
再
来
と
な
り
、
観
測
さ
れ
た
汚
水
量

や
被
害
額
は
史
上
最
大
規
模
と
な
っ
た
。
ま
た
、

流
域
村
落
で
は
水
汚
染
に
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る

消
化
器
系
の
癌
が
流
行
し
て
い
る
こ
と
を
、
地
元

の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
淮
河
衛
士
）
に
よ
る
協
力
の
も
と
、

中
国
中
央
テ
レ
ビ
局
（
Ｃ
Ｃ
Ｔ
Ｖ
）
が
番
組
で
取

り
上
げ
、
大
き
な
反
響
を
呼
ん
だ
。
政
府
は
一
○

年
来
強
化
し
て
き
た
は
ず
の
流
域
水
汚
染
対
策
の

見
直
し
を
余
儀
な
く
さ
れ
て
い
る
（
参
考
文
献

①
）。
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こ
の
よ
う
に
、
一
九
九
○
年
代
以
降
、
中
国
の

河
川
流
域
に
お
け
る
水
問
題
は
、
生
態
環
境
危
機

と
し
て
、
政
府
の
み
な
ら
ず
広
く
社
会
各
層
に
認

識
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。

●
持
続
可
能
な
流
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い

う
視
点

以
上
の
よ
う
な
、
中
国
の
河
川
流
域
が
直
面
し

て
い
る
水
問
題
を
考
え
る
手
掛
か
り
と
し
て
、

「
持
続
可
能
な
流
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
」
と
い
う
視
点

を
提
示
し
た
い
。
こ
こ
で
は
、
持
続
可
能
な
流
域

ガ
バ
ナ
ン
ス
を
、
流
域
に
お
い
て
生
態
環
境
の
保

全
・
再
生
を
図
り
な
が
ら
、
社
会
経
済
の
発
展
を

実
現
す
る
た
め
に
、
政
府
各
部
門
及
び
社
会
各
層

の
利
害
関
係
者
（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
）
が
協
力

し
て
行
う
、
流
域
の
管
理
・
利
用
・
保
全
の
あ
り

方
、
と
定
義
し
て
お
く
。

水
問
題
の
解
決
を
め
ぐ
っ
て
は
、
統
合
水
資
源

管
理
（Integrated W

ater R
esource M

ana-

gem
ent

＝
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ｍ
）
の
必
要
性
が
多
く
の
国

際
会
議
や
国
際
組
織
に
お
い
て
主
張
さ
れ
て
い
る
。

日
本
水
フ
ォ
ー
ラ
ム
に
よ
る
と
、
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ｍ
が
主

張
す
る
「
統
合
」
と
は
、
①
自
然
界
を
統
合
的
に

（
と
り
わ
け
水
循
環
を
）
考
慮
す
る
、
②
様
々
な

水
関
連
部
門
を
統
合
的
に
考
慮
す
る
、
③
様
々
な

利
害
関
係
者
（
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
）
の
関
与
を

図
る
、
こ
と
で
あ
る
（
参
考
文
献
②
）。
持
続
可

能
な
流
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
は
、
Ｉ
Ｗ
Ｒ
Ｍ
の
理
念
に

も
と
づ
き
、
流
域
レ
ベ
ル
で
の
水
・
環
境
問
題
の

解
決
を
探
る
た
め
の
分
析
枠
組
と
い
え
る
。
こ
こ

で
流
域
と
は
、
河
川
の
本
流
・
支
流
、
湿
地
・
湖

沼
、
灌
漑
用
水
、
そ
の
他
の
自
然
・
人
工
水
系
を

サ
ブ
シ
ス
テ
ム
と
す
る
地
理
的
単
位
で
あ
る
。

さ
ら
に
、
流
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
造
を
分
析
す

る
に
あ
た
り
、
①
流
域
管
理
組
織
・
制
度
、
②
資

金
調
達
・
費
用
負
担
、
③
政
策
過
程
に
お
け
る
公

衆
参
加
、
と
い
う
三
つ
の
要
因
に
注
目
す
る
。

日
本
で
は
、
一
九
九
七
年
に
河
川
法
が
改
正
さ

れ
、
治
水
、
利
水
に
加
え
て
、
河
川
環
境
の
整
備

と
保
全
が
法
の
目
的
と
し
て
追
加
さ
れ
る
と
同
時

に
、
河
川
整
備
計
画
の
策
定
に
あ
た
っ
て
は
、
河

川
管
理
者
の
み
な
ら
ず
、
地
方
公
共
団
体
の
長
や

地
域
住
民
な
ど
の
意
見
を
反
映
さ
せ
る
こ
と
が
求

め
ら
れ
た
。
現
在
、
各
地
で
様
々
な
ス
テ
ー
ク
ホ

ル
ダ
ー
の
参
加
に
よ
る
流
域
委
員
会
が
設
置
さ
れ

て
い
る
が
、
こ
れ
は
、
上
記
①
と
③
を
通
底
す
る

ガ
バ
ナ
ン
ス
の
構
造
変
化
で
あ
る
。

ま
た
、
②
の
資
金
調
達
・
費
用
負
担
と
い
う
問

題
は
、
独
立
し
た
財
政
・
経
済
問
題
と
し
て
他
の

要
因
か
ら
切
り
離
さ
れ
て
議
論
さ
れ
が
ち
で
あ
る

が
、
幅
広
い
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
参
加
と
社
会

的
合
意
形
成
が
あ
っ
て
こ
そ
、
実
効
性
の
あ
る
資

金
調
達
・
費
用
負
担
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
機
能
す
る
の

で
あ
り
、
ま
た
そ
れ
を
可
能
と
す
る
組
織
・
制
度

の
あ
り
方
が
検
討
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ
の
点

で
は
、
日
本
の
地
方
自
治
体
で
導
入
さ
れ
つ
つ
あ

る
水
源
環
境
税
が
注
目
さ
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

以
下
本
稿
で
は
、
こ
の
よ
う
な
視
点
か
ら
日
米

中
三
カ
国
の
専
門
家
チ
ー
ム
に
よ
る
議
論
（
参
考

文
献
③
）、
及
び
本
特
集
の
各
論
文
を
踏
ま
え
、

中
国
に
お
け
る
持
続
可
能
な
流
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
及

び
関
連
す
る
国
際
協
力
事
業
の
課
題
を
検
討
し
、
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（出所）中華人民共和国水利部編『中国水資源公報 2003』中国水利水電出版社、
2004 年、表 3より筆者作成。

図１　主要流域における流量変化
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（出所）2004 年中国環境状況公報・淡水環境（http://www.zhb.gov.cn/）より筆
者作成。

（注）I 類：水源または国家自然保護地域、II 類：生活飲用水 1級保護地域、III
類：生活飲用水 2級保護地域、IV 類：工業用水、V類：農業用水などに適用。

図２　七大河川流域の水質状況（2004 年）
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今
後
の
国
際
協
力
の
あ
り
方
を
展
望
す
る
。

●
持
続
可
能
な
流
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
課

題①
生
態
系
的
価
値
の
内
部
化

ま
ず
、
持
続
可
能
な
流
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
を
実
現

す
る
た
め
の
前
提
と
し
て
、
生
態
系
保
全
の
重
要

性
が
、
中
国
で
は
ま
だ
多
く
の
水
利
事
業
に
お
い

て
無
視
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。

雲
南
省
を
流
れ
る
怒
江
（
サ
ル
ウ
ィ
ー
ン
川
の

上
流
部
）
で
は
、
二
○
○
三
年
に
一
三
基
に
わ
た

る
一
連
の
ダ
ム
建
設
計
画
が
発
表
さ
れ
た
。
そ
れ

に
対
し
て
北
京
及
び
地
元
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
や
ジ
ャ
ー
ナ

リ
ス
ト
ら
が
専
門
家
の
協
力
を
得
て
、
貴
重
な
生

態
系
を
守
れ
と
し
て
反
対
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
を
繰
り

広
げ
、
温
家
宝
総
理
の
命
令
に
よ
り
ダ
ム
建
設
計

画
は
一
時
停
止
と
な
っ
た
。
し
か
し
、
怒
江
の
ダ

ム
建
設
を
含
め
て
、
水
利
事
業
に
お
い
て
い
か
に

生
態
系
的
価
値
を
考
慮
す
る
か
と
い
う
根
本
的
問

題
は
解
決
さ
れ
て
お
ら
ず
、
社
会
運
動
に
よ
る
問

題
提
起
と
社
会
的
圧
力
に
と
ど
ま
っ
て
い
る
。

ま
た
、
淮
河
流
域
で
見
ら
れ
る
よ
う
な
水
汚
染

に
起
因
す
る
と
疑
わ
れ
る
深
刻
な
健
康
被
害
の
問

題
へ
の
対
応
も
急
務
で
あ
る
。
そ
の
被
害
の
規
模

や
深
度
か
ら
す
る
と
、
単
に
特
定
の
汚
染
源
と
被

害
者
と
の
関
係
だ
け
で
は
な
く
、
長
年
の
汚
染
の

蓄
積
と
拡
大
が
、
流
域
全
体
の
水
生
態
系
の
破
壊

を
引
き
起
こ
す
程
度
に
ま
で
達
し
た
帰
結
と
考
え

ら
れ
る
。
被
害
の
全
体
像
と
と
も
に
流
域
の
自
然

・
社
会
生
態
系
変
化
の
解
明
が
必
要
で
あ
る
。

②
流
域
管
理
行
政
の
組
織
化

中
国
で
は
主
要
河
川
流
域
に
水
利
部
の
派
出
機

構
と
し
て
水
利
委
員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
る
。
た

だ
し
、
水
利
委
員
会
は
「
委
員
の
な
い
委
員
会
」

と
揶
揄
さ
れ
る
よ
う
に
、
ア
メ
リ
カ
のR

iver B
a-

sin C
om

m
ision

や
日
本
の
流
域
委
員
会
と
は
異

な
り
、
中
央
行
政
の
下
部
機
関
で
し
か
な
い
。
水

利
部
の
権
限
を
越
え
る
流
域
管
理
事
業
は
、
水
利

委
員
会
だ
け
で
は
決
定
も
執
行
も
で
き
な
い
。

例
え
ば
、
流
域
の
水
質
管
理
に
つ
い
て
は
、
か

つ
て
水
利
部
と
国
家
環
境
保
護
総
局
の
共
同
管
轄

に
よ
る
水
資
源
保
護
局
が
水
利
委
員
会
の
中
に
設

置
さ
れ
て
い
た
。
ま
た
、
淮
河
流
域
の
水
汚
染
問

題
を
め
ぐ
っ
て
は
、
淮
河
水
利
委
員
会
の
水
資
源

保
護
局
が
事
務
局
、
国
家
環
境
保
護
局
局
長
と
水

利
部
副
部
長
が
組
長
、
流
域
四
省
を
副
組
長
、
中

央
関
連
行
政
部
門
が
構
成
員
と
な
る
領
導
小
組

（
リ
ー
ダ
ー
チ
ー
ム
）
が
設
置
さ
れ
、
流
域
水
汚

染
防
止
処
理
に
関
す
る
事
業
計
画
の
審
議
・
策
定

な
ど
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
現
在
、
水
利
委
員

会
水
資
源
保
護
局
は
水
利
部
系
統
単
独
の
管
轄
で

あ
り
、
国
家
環
境
保
護
総
局
の
直
接
的
関
与
は
な

い
と
さ
れ
て
い
る
。
流
域
の
水
質
管
理
に
お
い
て
、

水
利
部
と
国
家
環
境
保
護
総
局
の
協
力
・
調
整
が

不
可
欠
で
あ
る
が
、
そ
の
基
礎
と
な
る
デ
ー
タ
の

共
有
す
ら
で
き
て
い
な
い
の
が
現
状
で
あ
る
。

③
費
用
負
担
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
創
出

ま
ず
、
流
域
管
理
事
業
に
お
け
る
資
金
調
達
不

足
を
ど
う
解
決
す
る
か
が
、
重
大
問
題
で
あ
る
。

例
え
ば
、
淮
河
流
域
水
汚
染
防
止
処
理
の
第
九
次

五
カ
年
計
画
（
一
九
九
六
〜
二
○
○
○
年
）
で
は
、

五
六
億
元
の
調
達
不
足
が
あ
り
、
下
水
処
理
場
に

つ
い
て
は
当
初
計
画
で
五
九
カ
所
の
う
ち
一
五
カ

所
し
か
完
成
し
な
か
っ
た
。
背
景
の
一
つ
と
し
て

第
九
次
五
カ
年
計
画
で
地
方
政
府
の
負
担
が
事
業

全
体
総
額
の
九
二
％
と
非
常
に
高
く
な
っ
て
い
る

こ
と
、
第
十
次
五
カ
年
計
画
で
は
そ
れ
が
五
七
％

と
軽
減
さ
れ
た
こ
と
な
ど
、
事
業
投
資
を
め
ぐ
る

中
央
・
地
方
間
に
お
け
る
税
財
政
負
担
の
あ
り
方

に
留
意
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
（
参
考
文
献
①
）。

新
た
な
動
き
と
し
て
注
目
さ
れ
る
の
は
、
上
下

流
の
地
方
政
府
間
に
お
け
る
水
使
用
権
の
売
買
で

あ
る
。
浙
江
省
に
お
い
て
水
不
足
に
悩
む
義
烏
市

が
ダ
ム
の
あ
る
東
陽
市
か
ら
毎
年
五
○
○
○
万
立

方
メ
ー
ト
ル
弱
の
水
使
用
権
を
二
億
元
で
購
入
し

た
。
ダ
ム
の
維
持
・
管
理
は
東
陽
市
が
行
い
、
さ

ら
に
義
烏
市
が
総
合
管
理
費
と
し
て
一
立
方
メ
ー

ト
ル
当
た
り
○
・
一
元
を
支
払
う
こ
と
に
な
っ
て

い
る
（『
日
刊
中
国
通
信
』
二
○
○
五
年
二
月
二

一
日
）。
こ
の
よ
う
な
試
み
が
単
に
水
資
源
開
発

の
費
用
負
担
メ
カ
ニ
ズ
ム
と
し
て
定
着
す
る
か
否

か
だ
け
で
は
な
く
、
持
続
可
能
な
水
利
用
に
つ
な

が
る
の
か
に
も
、
留
意
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。

ま
た
灌
漑
区
に
お
け
る
水
管
理
と
費
用
負
担
も

大
き
な
課
題
と
な
っ
て
い
る
。
農
家
か
ら
徴
収
す

る
水
費
で
は
水
管
理
の
維
持
費
が
カ
バ
ー
で
き
て

い
な
い
こ
と
、
ま
た
徴
収
さ
れ
た
費
用
の
使
途
管

理
が
不
透
明
で
あ
る
こ
と
な
ど
が
問
題
視
さ
れ
て

お
り
、
新
た
な
メ
カ
ニ
ズ
ム
が
模
索
さ
れ
て
い
る
。

④
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
参
加

上
記
、
持
続
可
能
な
流
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
課
題

す
べ
て
を
通
底
す
る
の
が
、
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー

の
参
加
の
未
成
熟
と
い
う
問
題
で
あ
る
。
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流
域
管
理
組
織
の
レ
ベ
ル
で
は
、
淮
河
流
域
の

水
汚
染
問
題
の
よ
う
な
個
別
課
題
を
め
ぐ
る
審
議

機
構
の
例
が
あ
る
も
の
の
、
現
在
の
と
こ
ろ
、
水

利
部
と
国
家
環
境
保
護
総
局
を
は
じ
め
と
す
る
中

央
行
政
部
門
や
地
方
政
府
に
よ
る
包
括
的
な
調
整

・
合
意
・
意
思
決
定
の
場
が
欠
け
て
い
る
。

ま
た
中
国
で
は
有
志
に
よ
る
環
境
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
各

地
で
設
立
さ
れ
、
被
害
者
の
救
済
や
政
策
提
言
活

動
を
行
う
団
体
も
現
れ
て
い
る
も
の
の
、
例
え
ば

怒
江
に
お
け
る
ダ
ム
問
題
の
よ
う
に
、
開
発
と
環

境
を
め
ぐ
り
政
府
及
び
事
業
者
と
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
対
立

す
る
場
面
で
は
、
Ｎ
Ｇ
Ｏ
が
対
話
の
場
か
ら
閉
め

出
さ
れ
る
こ
と
が
珍
し
く
な
い
。

ま
た
、
先
に
挙
げ
た
水
管
理
の
費
用
負
担
が
課

題
と
な
っ
て
い
る
灌
漑
区
で
は
、
受
益
農
民
が
参

加
す
る
灌
漑
管
理
組
織
と
し
て
、
用
水
戸
協
会
が

設
立
さ
れ
、
水
費
徴
収
事
務
の
合
理
化
が
図
ら
れ

て
い
る
。
こ
こ
で
は
、
い
か
に
農
民
自
ら
が
、
自

主
的
、
民
主
的
な
運
営
を
行
っ
て
い
く
か
が
課
題

と
な
っ
て
い
る
。

●
水
資
源
・
流
域
管
理
に
関
す
る
国
際

協
力
事
業

二
○
○
四
年
六
月
一
六
日
に
日
米
中
三
カ
国
の

専
門
家
チ
ー
ム
が
北
京
で
開
催
し
た
中
国
の
水
資

源
・
流
域
管
理
に
関
す
る
国
際
協
力
関
係
者
と
の

ラ
ウ
ン
ド
テ
ー
ブ
ル
な
ど
か
ら
収
集
し
た
最
近
の

主
な
国
際
協
力
事
業
に
つ
い
て
、
持
続
可
能
な
流

域
ガ
バ
ナ
ン
ス
の
視
点
か
ら
整
理
し
た
の
が
表
１

で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

ま
ず
、
国
際
協
力
事
業
の
協
力
主
体
と
し
て
は
、

協力主体 事業内容
実施期間 持続可能な流域ガバナンスへの貢献（期待）

年 流域管理組織・制度 資金調達・費用負担 ステークホルダーの参加

世界銀行 (WB)

タリム湖流域水資源管理 1998 － 2005
新疆ウイグル自治区内にタリム湖
流域水資源委員会を設置。

灌漑排水区に給水会社と用水戸協
会を設立。

流域委員会は自治区関係行政部門
及び県政府が参加。用水戸協会に
農民が参加。

海河流域統合水・環境管理 2004 －
GIS を用いて水利部と国家環境保
護総局間の水資源関連データの共
有化を図る。

－ －

CCICED/WWF-China
流域総合管理研究（長江流域
総合管理に向けた政策提案）

2003 － 2004

国家発展改革委員会、水利部、環
境保護総局、地方政府等による長
江流域管理機構の設置、「長江流域
水資源・水環境保護条例」の制定
等を提言。

貧困対策と生態補償メカニズムを
通して、退耕還林・還草・還湖地
域の代替生計問題を解決すること
を提案。

流域各省・区政府が主催し、流域
各地域のステークホルダーが参加
する「長江流域開発と保護フォー
ラム」の設立を提案。

EU 遼寧省遼河流域水資源管理 1999 － 2005

点源汚染と面源汚染双方を考慮に
入れた水質モデルの解析により土
地・水資源利用計画の必要性を指
摘。

－ －

DFID －WB

水法改正支援 2001 2002 年に水法改正。 － －

参加型灌漑管理 2004 － 2008
水利部と国家農業開発弁公室によ
る用水戸協会に関するガイドライ
ン作成を支援。

民主的な用水戸協会の運営による
水利用の公平で効率的な費用負担
を図る。

特に貧困層の参加を重視。

JICA

水利人材養成 2000 － 2007
水資源管理を含む水利制度を末端
で支える、全国の初級・中級技術
者を指導する教育指導者の育成。

－ －

大型灌漑区節水灌漑モデル計
画

2001 － 2006
JICA 事業と連動する日中交流事業
を通して、日中の灌漑管理体制を
比較検討。

－ －

水利権整備 2004 － 2006
遼寧省太子河流域のケーススタデ
ィを通した水利権制度の検討。

－ －

JBIC

河南省淮河、吉林省松花江・
遼河及び黒龍江省松花江流域
の環境汚染対策

1997 －
各流域水汚染防止処理 5カ年計画
等に基づき優先度の高い事業を対
象。

流域水汚染防止対策のため汚水処
理場や工場排水対策の設備等資金
を援助。

－

甘粛省、新彊ウィグル自治区
水資源管理・砂漠化防止

2000 － －
乾燥地域における節水灌漑のため
の土木、設備等資金を援助。

－

湖北省、江西省長江中流域の
植林

2003 － －
長江中流域の植林機能回復と土壌
流失防止のため植林の資金を援助。

地元農民らが植樹から育成、管理
作業に参加。

ウェットランド・インタ
ーナショナル中国

生物多様性、湿地、流域の統
合管理（タリム湖、ピーコッ
ク河流域）

1999 － － －
地方政府、地域住民と協力して、
湿地や流域の環境保全を図る。

オクスファム・アメリカ 雲南省参加型流域管理支援 2002 － － －
雲南環境 NGO グリーン・ウォー
ターシェッドによる参加型流域管
理を支援。

ザ・ネイチャー・コンサ
ーバンシー

雲南省流域環境保全 2003 － － －
雲南省政府、地元住民、研究機関
などと協力して省内河川流域の生
物多様性と生態系の保全を図る。

ラムサールセンター・ジ
ャパン

日中韓子ども湿地交流（2004
年江蘇省大豊、2005 年黒竜
江省ザーロン）

2004 － － －
日中韓三カ国の子どもがそれぞれ
の湿地の紹介などを行い、相互理
解を深める。

表１　中国の水資源・流域管理に関する最近の主な国際協力事業

（出所）ラウンドテーブル（2004 年 6月 16 日北京）、事業報告書、ウェブサイトの情報などをもとに筆者作成。
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①
国
際
機
関
（
世
界
銀
行
、
中
国
環
境
開
発
国
際

協
力
委
員
会
〔
Ｃ
Ｃ
Ｉ
Ｃ
Ｅ
Ｄ
〕）、
②
政
府
機
関

（
Ｅ
Ｕ
、
イ
ギ
リ
ス
国
際
開
発
省
〔
Ｄ
Ｆ
Ｉ
Ｄ
〕、

Ｊ
Ｉ
Ｃ
Ａ
、
Ｊ
Ｂ
Ｉ
Ｃ
）、
③
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
（
ウ

ェ
ッ
ト
ラ
ン
ド
・
イ
ン
タ
ー
ナ
シ
ョ
ナ
ル
中
国
、

Ｗ
Ｗ
Ｆ
│
Ｃ
ｈ
ｉ
ｎ
ａ
、
オ
ク
ス
フ
ァ
ム
・
ア
メ

リ
カ
、
ザ
・
ネ
イ
チ
ャ
ー
・
コ
ン
サ
ー
バ
ン
シ
ー
、

ラ
ム
サ
ー
ル
セ
ン
タ
ー
・
ジ
ャ
パ
ン
）
な
ど
が
挙

げ
ら
れ
る
。
こ
の
よ
う
に
、
中
国
の
水
資
源
・
流

域
管
理
に
対
す
る
国
際
協
力
に
お
い
て
多
様
な
主

体
が
活
動
し
て
い
る
。

最
も
重
点
が
置
か
れ
て
い
る
協
力
分
野
は
、
流

域
管
理
組
織
・
制
度
に
関
す
る
支
援
で
あ
る
。
例

え
ば
、
世
界
銀
行
に
よ
る
新
疆
ウ
イ
グ
ル
自
治
区

に
お
け
る
流
域
水
資
源
委
員
会
の
設
置
は
、
一
行

政
区
域
内
で
は
あ
る
が
、
流
域
管
理
を
可
能
と
す

る
よ
う
な
委
員
会
組
織
を
設
置
す
る
試
み
で
あ
り
、

水
利
行
政
部
門
の
下
部
機
構
と
し
て
で
は
な
く
、

自
治
区
内
の
関
係
行
政
部
門
や
県
政
府
か
ら
成
る

「
委
員
会
」
組
織
で
あ
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。

ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
参
加
が
あ
る
初
め
て
の
包

括
的
な
流
域
管
理
組
織
と
し
て
今
後
の
動
向
が
注

目
さ
れ
る
。
ま
た
、
同
じ
く
世
界
銀
行
に
よ
る
海

河
流
域
総
合
水
・
環
境
管
理
事
業
で
は
、
流
域
に

お
け
る
水
質
管
理
を
め
ぐ
っ
て
、
河
川
流
域
の
水

利
事
業
を
管
轄
す
る
水
利
部
と
水
質
保
全
行
政
を

管
轄
す
る
国
家
環
境
保
護
総
局
の
不
調
和
・
対
立

な
ど
が
顕
在
化
し
て
い
る
問
題
に
対
し
、
Ｇ
Ｉ
Ｓ

を
利
用
し
て
デ
ー
タ
の
共
有
化
を
図
る
試
み
が
注

目
さ
れ
る
。

資
金
調
達
・
費
用
負
担
メ
カ
ニ
ズ
ム
に
対
す
る

支
援
と
し
て
は
、
対
象
と
す
る
汚
染
処
理
防
止
や

環
境
保
全
・
再
生
事
業
へ
の
融
資
以
外
に
、
灌
漑

区
に
お
い
て
農
民
を
用
水
戸
協
会
と
し
て
組
織
化

す
る
こ
と
に
よ
り
、
水
利
用
の
費
用
負
担
ル
ー
ル

を
整
備
す
る
試
み
が
注
目
さ
れ
る
。
例
え
ば
、
Ｄ

Ｆ
Ｉ
Ｄ
と
世
界
銀
行
に
よ
る
参
加
型
灌
漑
管
理
に

関
す
る
事
業
は
、
特
に
貧
困
層
の
参
加
を
重
視
し
、

用
水
戸
協
会
の
自
主
的
、
民
主
的
な
運
営
を
通
し
、

公
平
で
効
率
的
な
水
利
用
の
費
用
負
担
を
図
ろ
う

と
す
る
も
の
で
あ
る
。

ま
た
、
国
際
Ｎ
Ｇ
Ｏ
は
、
流
域
住
民
を
含
め
た

ロ
ー
カ
ル
な
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
参
加
に
重
点

を
置
い
て
い
る
。
例
え
ば
、
雲
南
省
の
Ｎ
Ｇ
Ｏ
、

グ
リ
ー
ン
・
ウ
ォ
ー
タ
ー
シ
ェ
ッ
ド
は
、
オ
ク
ス

フ
ァ
ム
・
ア
メ
リ
カ
の
協
力
に
よ
り
、
ダ
ム
建
設

予
定
地
の
住
民
と
、
す
で
に
ダ
ム
建
設
に
よ
り
移

転
さ
せ
ら
れ
た
住
民
と
の
間
で
対
話
集
会
を
設
け
、

移
転
対
象
住
民
の
意
識
啓
発
を
行
う
と
同
時
に
、

住
民
ら
の
声
を
、
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
を
通
し
て
広
く

社
会
に
訴
え
る
活
動
を
行
っ
て
い
る
。

●
国
際
協
力
の
課
題
と
展
望

中
国
に
お
け
る
持
続
可
能
な
流
域
ガ
バ
ナ
ン
ス

の
課
題
は
、
必
ず
し
も
一
朝
一
夕
で
解
決
で
き
る

も
の
で
は
な
い
も
の
の
、
そ
れ
ぞ
れ
の
課
題
に
対

す
る
国
内
及
び
国
際
的
な
注
目
す
べ
き
取
組
み
を

い
く
つ
か
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
個
別

事
業
の
パ
ッ
チ
ワ
ー
ク
的
な
積
み
上
げ
だ
け
で
は

不
十
分
で
あ
る
。
む
し
ろ
あ
る
流
域
に
お
い
て
、

ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
視
点
か
ら
系
統
的
に
、
諸
問

題
の
解
決
を
図
っ
て
い
く
よ
う
な
ケ
ー
ス
・
ス
タ

デ
ィ
的
な
プ
ロ
グ
ラ
ム
が
有
効
で
あ
ろ
う
。
特
に

手
薄
感
が
あ
る
の
が
資
金
調
達
・
費
用
負
担
メ
カ

ニ
ズ
ム
の
創
出
へ
の
支
援
で
あ
り
、
組
織
・
制
度

整
備
及
び
ス
テ
ー
ク
ホ
ル
ダ
ー
の
参
加
と
セ
ッ
ト

で
考
え
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
ろ
う
。
そ
の
際
、

日
本
の
過
去
の
経
験
の
み
な
ら
ず
、
最
近
の
制
度

改
革
の
も
と
で
進
め
ら
れ
て
い
る
様
々
な
試
み
も

ヒ
ン
ト
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

ま
た
、
中
国
は
い
く
つ
か
の
国
際
河
川
の
最
上

流
国
に
あ
た
る
が
、
国
際
河
川
流
域
間
の
協
力
を
、

単
に
経
済
開
発
の
視
点
だ
け
で
は
な
く
、
持
続
可

能
な
流
域
ガ
バ
ナ
ン
ス
と
い
う
視
点
か
ら
ど
の
よ

う
に
展
開
し
て
い
く
か
も
重
要
で
あ
る
。
そ
の
際
、

流
量
、
水
質
、
生
物
多
様
性
な
ど
、
水
系
生
態
環

境
の
保
全
を
目
的
と
し
た
国
際
協
力
を
、
国
家
間

だ
け
で
は
な
く
、
流
域
に
お
け
る
直
接
の
ス
テ
ー

ク
ホ
ル
ダ
ー
で
あ
る
地
方
政
府
や
住
民
の
参
加
に

よ
り
進
め
て
い
く
こ
と
が
求
め
ら
れ
よ
う
。

（
お 

お
つ
か　

け
ん
じ
／
ア
ジ
ア
経
済
研
究
所

新
領
域
研
究
セ
ン
タ
ー
）
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